
田舎のかっこいいおじさんになりたい。小さな頃から農林業を営む祖父母の姿を見て農業に強いあこ
がれを抱いた中岡亮さん（39歳）は“ひろしま活力農業”経営者育成事業の研修を受けたのち、平成19
年4月に21歳で就農されました。
中岡さんの農業は「土づくり」、「雑草管理」、「排水管理」を徹底しており、特に土づくりに関しては自
身の本職とうたわれるほどこだわっておられます。就農後しばらくは勢いで続けてこられたそうですが、
収量が落ちたときに原因を追究した結果、土づくりの重要性に行き着いたそうです。困難に直面したと
きは、基本に忠実に、「土がしっかりできれば野菜は育つ。」と、中岡さんは雑木林の土を理想に、その
土地に合った土を作るため試行錯誤を繰り返し、驚くほどふかふかなほ場を作られています。
経営規模については、現在は13棟のハウス（32アール）でほうれん草を中心に葉物野菜を栽培されて
いますが、「ハウスごとに野菜の生育に個性があり、同じようには育たないので、規模拡大をするより
も今は生育ムラをなくし、収量をしっかり確保することが大事だ。」と中岡さんはおっしゃいます。さ
らに「技術があれば小規模農業でも続けられる。その日一番の仕事を積み重ねることが将来に繋がって
いく。」と、確固たる信念のもと農業に取り組まれており、5年後、10年後の中岡さんの姿が楽しみです。
今後も中岡さんの一層のご活躍を期待しています。
� （取材：野稲　正至　農地利用最適化推進委員）

本職「土づくり」、基本に忠実な農業を本職「土づくり」、基本に忠実な農業を
～中岡亮さん（安佐南区沼田町）～～中岡亮さん（安佐南区沼田町）～
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農業委員会初総会（６月17日）において、役員が決まりましたので紹介します。
　会長　福島　幸治　　　会長職務代理者　鍜治山　正照　　　会長職務代理者　佐藤　和夫

会長就任のご挨拶
広島市農業委員会　会長　福島　幸治

この度、任期満了に伴い、農業委員19名が改選され、総会において会長職
を拝命いたしました。また、農地利用最適化推進委員42名も改選されました。
農業を取り巻く情勢は、農業者の高齢化や担い手不足による遊休農地の増
加、農業用資材等の価格高騰など、依然として厳しい状況が続いていますが、
これからの3年間、農業委員と農地利用最適化推進委員が連携し、広島市の
農業の発展と農村の振興のため、一丸となって努める所存でございます。
皆様方のより一層のご支援とご協力を賜りますようよろしくお願いします。
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農業委員会の委員が改選されました 

農業委員の皆さんを紹介します
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「所有地及び耕作地に関する申告書兼農地基本台帳」の提出について

「所有地及び耕作地に関する申告書兼農地基本台帳」は、毎年8月1日現在における農地の耕作や貸付状況
等を調査するため、原則、借入地を含め10a以上の農地を耕作している農家の方に申告していただいています。
この申告をもとに、農業委員会で各農家の農地基本台帳を作成します。この農地基本台帳が、農地法に関

する諸申請の審査や各種証明書の発行などを行うために必要な基礎情報となりますので、必ず申告していた
だきますようお願いします。
なお、申告書は、各地区の生産区長を通じて配布しますので、必要事項を記入のうえ、生産区長へ提出し

てください。また、一部の農家の方には、申告書を農業委員会から直接送付しますので、必要事項を記入のうえ、
農業委員会へ返送してください。
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農地を所有する皆様へ

農業委員会では農地の利用状況等の調査を行っています。

熱中症の予防・対策を行いましょう。

調査へのご理解とご協力をお願いします。
１ 農地利用状況調査 
　農業委員会では、毎年農地法第30条に基づき農地の利用最適化を推進するために農地を巡回し、
利用状況についての調査を実施しています。 

２ 農地利用意向調査 
　農地法第32条に基づき、遊休農地（耕作されていない農地）の所有者に対して、自ら耕作するか、
農地中間管理事業を利用するか（市街化区域以外）、誰かに貸し付けるか等の意向を調査します。 

　令和６年度の夏季において、農作業中に熱中症で救急搬送された人
数は、直近５年で最多となっています。熱中症になると後遺症が残る
こともあります。後遺症を残さないためにも、熱中症の予防・対策が
重要です。こまめな休憩と水分・塩分補給を行い、単独作業は避けて
熱中症対策アイテムを活用するなどの対策を行いましょう。
　また、労働安全衛生規則の改正により、令和７年６月１日から事業
者の熱中症対策が義務化されました。これは、労働者を雇用する農業
者も対象となり、早期発見のための体制整備や重篤化を防ぐための措
置の実施手順の作成等が義務付けられています。詳しくは厚生労働省
のホームページ（https://neccyusho.mhlw.go.jp）をご覧ください。

◆農地の適正な管理をお願いします。
　農地は、一旦荒れてしまうと、再び耕作できる状態に戻すためには、たいへんな手間や労力が
かかります。また、周辺農地への鳥獣や病害虫による被害、不法投棄等の発生にもつながります
ので、草刈りや耕起などを行い、農地の適正な管理をお願いします。

◆「農地中間管理事業」の利用をご検討ください。
　自ら耕作できない場合などで、農地の貸し借りを希望する場合は、「農地中間管理事業」の利用を
ご検討ください。この事業は、公的機関である一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団（農地
中間管理機構）が、農地を借り受け、担い手にまとまった形で農地を転貸する仕組みです。
　詳しくは、一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団のホームページ（https://hsnz.jp）をご覧
ください。 

令和５年４月１日から農地法第３条許可の下限面積が廃止され、小さな農地でも耕作を目的と
した所有権移転や貸借などが出来るようになりました。農地の権利移動には要件があり、農業
委員会の許可が必要です。詳しくは農業委員会事務局（☎（082）568－7755）までお問い合わ
せください。
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農政・経済の動向、全国の優良営農事例等が多く掲載され、
　　農業経営に役立つ読みやすい新聞です。

 　（月４回発行 購読料１か月700円）

みんなで読もう！ 全国農業新聞みんなで読もう！ 全国農業新聞

　平川さんは造園の仕事に従事されていましたが、もとより農業に
興味があったところに、新しい花きや栽培技術を広めたいという市
の指導員の熱意に心を動かされ、市内の花き農家の下で勉強をされ
たのち、約40年前に実家の農地を継いで宿根カスミソウや冬切り電
照栽培ダリアの栽培を始められました。就農後も四国や信州などの
花き農家や種苗会社に視察に行かれ、継続的に先端技術の習得に努
められました。
　平成28年から農地利用最適化推進委員として活躍される平川さん
は、普段から担当地区の農地を見回るなかで、土地の所有者や周辺
住民の方に今後農地をどのようにしたいか、対話を重ねてこられました。このような地域に根差
した地道な活動が、担当地区内で農業を始めたい方への農地のあっせんに繋がっているそうです。
　最近では、あっせんする農地の水はけが良くないことから、あっせんを受ける方と一緒に「広

島市耕作放棄地再生・利用事業」を活用して農地の
周りに溝を掘り、排水の改善に取り組み、無事農地
のあっせんに繋げました。また、農業に関する相談
事にも真摯に対応されており、地域農業の発展のた
め日々精力的に活動されています。
　福田地区は昔と比べて農地が減ったり、シカによ
る農作物の被害があったりと課題もありますが、今
後については休耕となっている農地で農業体験を行
うなどして、農業に対する地域の理解を深めていき、
自身も体が動く限り大好きな農業を続けていきたい
と決意を新たにされていました。

農業者年金に加入しましょう！農業者年金に加入しましょう！

～農業と地域に
熱い思いを持って～

農地利用最適化推進委員の取組　平川和義さん（東区福田）

広島市は、SDGｓと同
じ社会を目指していま
す。農業委員会の取り組
みは、主に上記のゴール
の達成を目指します。

Interview

国民年金第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60
歳未満の人はどなたでも加入できます。

・保険料の額は月額２万円～６万７千円（千円単位）で自由に設定できます。
・社会保険控除の対象となり、所得税・住民税等の優遇があります。

～ お問い合わせは、農業委員会事務局まで （☎（０８２）５６８－７７５５） ～
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